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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

蛍光管は、現在の私たちの生活に欠かせない、最も身近な照明器具です。 

総務省「家計調査」によれば、「電球・蛍光ランプ」の支出金額は 2006～2010 年の 5年間の平均額で

年 1,240 円です。1世帯で年間 2～3 本程度を購入している金額になります。 

 

しかし、使い終わった蛍光管は、割れやすく、ごみの分別区分もわかりにくいものです。 

また、微量（40w 蛍光管 1 本当たり 7mg 程度）ではありますが、有毒物質の水銀が使われています。

年間に電球に使用される水銀量は 4.7t で、国内需要 12.6t の 37％を占め、最も多く使用されている製

品です（参考資料１）。 

なお、水銀汚染を防止するために水銀の使用・貿易を規制する新たな条約を 2013 年に採択すること

をめざす国際交渉が進められています。水銀規制条約ができれば、日本も今以上に厳しく水銀を管理す

ることが必要となることも予想されます。 

 

捨てる側にとっても、処理する側にとっても取り扱いがやっかいな蛍光管ごみですが、使われている

ガラスやアルミ、水銀、レアアースは、そのほぼ 100％を再資源化する技術がすでに確立しています。 

しかし、現在のリサイクル率は家庭系・事業系あわせて全国で 3割程度にとどまるとされ、十分に活

用されていないのが現状です。 

 

今回、大阪消団連・蛍光管 PTでは、 

①有毒物質である水銀を適正に管理し、環境中への人為的な排出をできるだけ減らす 

②蛍光管ごみの再資源化を進める 

の、２つの観点に基づき、以下の調査を行いました。 

 

調査１）大阪府内で家庭からでる蛍光管ゴミの処理実態調査 

    ＊2011 年 7～8月に府内 43 全市町村に調査書を届け、10 月までに 38 市町村から回答をいただ

きました。 

調査２）処理実態調査に基づく自治体担当課からのヒアリング調査 

    ＊2011 年 11～12 月に大阪市、堺市、吹田市、寝屋川市、門真市の担当課と懇談しました。 

調査３）消費者意識調査（蛍光管リサイクルの知識と参加度合い） 

＊2011 年 11～12 月に大阪市、東大阪市、枚方市在住の生協組合員と新日本婦人の会会員対象

にアンケート調査を行いました。 
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【１】リサイクル実施自治体の状況（表１）【１】リサイクル実施自治体の状況（表１）【１】リサイクル実施自治体の状況（表１）【１】リサイクル実施自治体の状況（表１）    

    

１．リサイクル実施自治体は１．リサイクル実施自治体は１．リサイクル実施自治体は１．リサイクル実施自治体は 18181818（（（（世帯比率世帯比率世帯比率世帯比率 6666 割割割割））））    ～年間回収量推計～年間回収量推計～年間回収量推計～年間回収量推計 95959595 万本～万本～万本～万本～    

蛍光管リサイクルを実施していると回答した自治体は 18 自治体でした。実施対象世帯数は合計で約

230 万世帯になります。府内自治体の 42％、世帯数では 59％で実施されており、一定の努力が進んでい

ることが明らかとなりました。 

2010 年度の年間回収量は 191t です。蛍光管 1 本 200g として換算すると、約 95 万本の蛍光管がリサ

イクル処理されていることになります。 

 

２．世帯当たり回収量に大きな開き２．世帯当たり回収量に大きな開き２．世帯当たり回収量に大きな開き２．世帯当たり回収量に大きな開き    

回収量を把握している 17 のリサイクル実施自治体の世帯当たり年間回収量は平均で 86g（1 本 200g

換算 0.4 本）でした。自治体別では、能勢町の 427g（同 2.1 本）から、大阪市の 13g（同 0.1 本）まで

大きな開きがあります。 

能勢町から岸和田市までの上位グループ 9 市町が世帯当たり年間回収量 200g（同 1本）を超えていま

す。（特に上位 5 市は 350g（同 1.5 本）を上回っています。） 

これに対し、和泉市から大阪市までの下位グループ 8 市町ではほぼ 100g（同 0.5 本）以下で、大きく

2 分されています。 

 

３．３．３．３．回収量の違いの要因回収量の違いの要因回収量の違いの要因回収量の違いの要因    

aaaa））））回収方法回収方法回収方法回収方法    

世帯当たり回収量の違いの要因として調査結果から考えられることは、消費者にとっての蛍光管ごみ

の出しやすさ（近くに出せる、いつでも出せる）の違いです。 

回収方法は、①定期的な戸別・ステーションのルート収集、②消費者が電話で回収依頼、③拠点回収

3 つの類型に分かれます。 

①ルート収集を行っている 7 市町では、そのうちの 5 市町が上位グループに入っています。 

②電話依頼が必要な 4 市町はすべて下位グループとなっています。 

③拠点回収を行っている6市では、世帯当たり拠点数が多い市が上位グループに入る傾向があります。 

＜拠点当たりの世帯数･･･世帯あたり回収量順＞ 

上位Ｇ 寝屋川市：528 世帯、交野市：1,334 世帯、四条畷市：1,051 世帯、岸和田市：491 世帯＊、 

下位Ｇ 東大阪市：2,237 世帯、大阪市：18,832 世帯 

（＊岸和田市は 2 ヶ月に 1 回の定曜日に持って行く方式。 

他は常時 or 協力店の営業時間内などに持って行く方式。） 

b)b)b)b)住民住民住民住民意識・意識・意識・意識・啓発啓発啓発啓発    

回収量の違いには、ごみの減量・分別、有毒物質管理についての住民意識のあり方、そして住民意識

を喚起する自治体の施策や働きかけ（情報発信、啓発）のあり方の違いが影響していることが考えられ

ます。 

例えば、豊能町・能勢町で回収量が多いのはダイオキシン汚染問題以降の住民意識の高さがあると在

住の PT 委員は指摘します。消費者意識調査からは、蛍光管に水銀が使われていること、蛍光管が再資

源化できることを知っている人ほど、リサイクルに参加していることが示されています。（【４】参照） 

 

処理実態調査では「水銀を回収・リサイクルしていることの広報の方法」について尋ねましたが、広

報をしている自治体は一部に限られていました。 

別途、各自治体のホームページの記述を調べたところ、回収量上位グループには蛍光管の分別の仕方

だけでなく、リサイクル処理していることまで記載している自治体が多くなっています。 

 

４．回収可能性量は現状の４．回収可能性量は現状の４．回収可能性量は現状の４．回収可能性量は現状の 8.88.88.88.8 倍倍倍倍（（（（840840840840 万本）万本）万本）万本）    

１．で示した 2010 年度の蛍光管ごみの年間回収量とリサイクル実施世帯比率に基づけば、府内全自

治体で現在の平均水準の回収を行うことで現状の 2.4 倍－年間 340t、170 万本換算－の蛍光管が回収・

再資源化が可能です。 

更に府内全域で能勢町水準の回収が実現できれば、年間回収量は 8.8 倍－1,488t 増の 1,679t、本数

換算で 745 万本増の 840 万本－と推計できます。 

これを逆から見れば、大阪府内で私たちの家庭からゴミとして捨てられた蛍光管のうち、毎年 745 万

本もの蛍光管が再資源化されることなく、破砕・焼却・埋立されていることになります。 
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【２】リサイクル未実施自治体の状況（表２）【２】リサイクル未実施自治体の状況（表２）【２】リサイクル未実施自治体の状況（表２）【２】リサイクル未実施自治体の状況（表２）    

    

１．１．１．１．7777 自治体が破砕・埋め立て、自治体が破砕・埋め立て、自治体が破砕・埋め立て、自治体が破砕・埋め立て、18181818 自治体が焼却・溶融自治体が焼却・溶融自治体が焼却・溶融自治体が焼却・溶融    

蛍光管リサイクルを実施していないと回答した 20 自治体では、7 自治体で破砕・埋立処理が、13 自

治体で焼却・溶融処理が行われています。 

また、回答が得られなかった 5自治体についてホームページまたは電話で確認したところ、いずれも

焼却処理が行われていました。 

 

破砕・埋立処理の場合、蛍光管に使用されている水銀は大気中または土中にそのまま放出されること

になります。 

焼却・溶融処理の場合は、焼却場では多くの場合フィルターを使用するなどの対策で一定の効果があ

ることが回答されています（参照【３】）。しかし、そうであったとしても、収集時や焼却前の破砕・選

別工程で蛍光管は割れてしまうため、その際に環境中へ水銀が排出されることが懸念されます。 

 

２．費用負担２．費用負担２．費用負担２．費用負担の問題の問題の問題の問題    

 リサイクルを行っていない理由では「現行処理で充分」との回答が 10 自治体と最も多く、以下「処

理費用が高い」を 8自治体、「手間がかかる」を 7自治体が挙げました（複数回答）。 

 

 現状では、蛍光管・水銀のリサイクルについての義務やルールはなく、発生するコストは処理者が負

担することになります。家庭から排出される場合は処理責任を持つ市町村の負担です。 

 リサイクル処理の委託費用は回答平均で 1kg 当たり 91.5 円（1t当たり 91,500 円）ですから、例えば

年間 10 万本回収した場合（10 万世帯×年 1 本 200g ＝2 万 kg＝20t）の処理委託費用は 183 万円です。

これだけであれば費用は限定的ですが、加えて、割らずに分別回収する手段、住民への周知・啓発など

の費用や手間が必要となります。一方で焼却・埋立にかかる費用は削減されますが、その分の減額効果

はわずかと考えられます。 

（参考：平成 20 年度の大阪府内の一般廃棄物処理におけるごみの処理及び維持管理費 

1t 当たり 32,848 円・・・「大阪府の一般廃棄物」より） 

 リサイクル義務・ルールがない現状では、蛍光管ごみの再資源化と水銀の適正管理のために、この部

分の費用と手間をかけるという判断が自治体に求められます。 

 

今回、リサイクル実施を検討中との回答が 3自治体からありました。別途、問い合わせたところ、う

ち 2 自治体ではある程度具体的に検討されていました。 

そこでは、1 自治体では粗大ごみの有料化と同時に実施することで、1 自治体では当面の回収量が非

常に少なく見積もられていることで、費用負担の問題への対応が考えられていました。 
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な
い
市
町
村
の
状
況

蛍
光
管
ご
み
の
出
し
方

市
町
村
名

世
帯
数

分
別
区
分
の
名
称

破
砕

焼
却

埋
立
そ
の
他
そ
の
他
記
述

作
業
の
手
間

が
大
き
い

処
理
費
用
が

高
い

リ
サ
イ
ク
ル

義
務
が
な
い

現
行
処
理
で

十
分

そ
の
他

そ
の
他
記
述

予
定
あ
り
検
討
中

予
定
な
し

1
堺
市

3
6
5
,
5
2
1
不
燃
小
物
類

○
○

○
○

○
○

2
高
槻
市

1
5
2
,
7
5
4
不
燃
ご
み

○
○

収
集
、
リ
サ
イ
ク
ル
費
用
が
別

途
か
か
る
か
ら

○

3
茨
木
市

1
1
5
,
4
7
4
粗
大
ご
み

○

ガ
ス
化
、
溶

融
で
処
理

○
分
別
収
集
し
て
い
な
い
か
ら

○

4
守
口
市

6
7
,
9
2
2
粗
大
ご
み

○
○

○

5
門
真
市

5
9
,
1
1
2
小
型
ご
み

○
○

処
理
の
委
託
に
つ
い
て
研
究

中

○

6
大
東
市

5
3
,
3
9
1
燃
え
な
い
小
物

○
○

○

7
松
原
市

5
3
,
3
5
8
不
燃
物
・
粗
大
ご
み

○
○

○

8
富
田
林
市

4
9
,
3
7
3
粗
大
ご
み

○
○

○
○

○

9
羽
曳
野
市

4
8
,
2
9
6
不
燃
ご
み

○
○

○
○

○
○

1
0
河
内
長
野
市

4
6
,
4
0
5
も
え
な
い
ご
み
・
粗
大
ご
み

○
○

○
○

1
1
池
田
市

4
5
,
1
2
0
粗
大
ご
み
・
燃
え
な
い
ご
み

○
○

○
○

○

1
2
摂
津
市

3
6
,
5
1
4
も
や
せ
な
い
ご
み

○
○

○
○

○
○

1
3
柏
原
市

3
0
,
0
0
2
不
燃
ご
み

○
○

○

1
4
藤
井
寺
市

2
7
,
7
1
6
不
燃
ご
み

○
○

○

1
5
泉
南
市

2
4
,
9
5
0
不
燃
ご
み

○
○

○
○

1
6
熊
取
町

1
6
,
7
9
3
粗
大
・
不
燃
ご
み

○
○

○

1
7
忠
岡
町

7
,
2
9
0
資
源
ご
み
（
缶
・
び
ん
）

○
○

○
○

1
8
河
南
町

6
,
1
8
2
粗
大
ご
み

○
○

○
○

○

1
9
太
子
町

5
,
2
2
4
粗
大
ご
み

○
○

○
○

○

2
0
千
早
赤
阪
村

2
,
3
4
9
粗
大
ご
み

○
○

組
合
処
理
の
た
め
村
独
自
の

処
理
は
考
え
て
い
な
い

○

1
3

1
2

4
1

7
8

1
1
0

4
0

3
1
7

回
収
後
の
処
理
方
法
　
（
複
数
選
択
）

リ
サ
イ
ク
ル
を
し
て
い
な
い
理
由
　
（
複
数
選
択
）

今
後
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
行
な
う
考
え
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【３】ごみ焼却場の水銀規制の状況（表３【３】ごみ焼却場の水銀規制の状況（表３【３】ごみ焼却場の水銀規制の状況（表３【３】ごみ焼却場の水銀規制の状況（表３、表４、表４、表４、表４））））    

    

処理実態調査では、ごみ処理場における水銀規制についても尋ねました。 

この設問には 8自治体が無回答または「ごみ処理組合で対応」等と回答し、具体的な回答があったの

は 30自治体でした。 

 

１．１．１．１．5555 自治体が厳しい自主規制値等を設定、自治体が厳しい自主規制値等を設定、自治体が厳しい自主規制値等を設定、自治体が厳しい自主規制値等を設定、24242424 自治体は府条例規制自治体は府条例規制自治体は府条例規制自治体は府条例規制    

水銀の環境排出防止対策で、排煙中の水銀濃度規制を挙げたのは 19 自治体でしたが、排煙中の水銀

濃度規制の具体的な内容を尋ねる項目には 28 自治体が回答しました。うち 24 自治体は「大阪府生活環

境の保全等に関する条例」に基づく規制です。府条例の規制値は炉の形状や至近の建築物までの距離な

どを変数とする算式によって導かれます（参考資料 3）。回答された規制値は 0.05～13.21 mg /N ㎥まで、

大きな差がある値になっています。 

 自主規制値があるとしたのは 4 自治体（うち大阪市は府条例規制と両方を回答）で、0.05mg/ N ㎥、

0.03mg/ N ㎥と労働安全衛生法に基づく 0.025mg/ N ㎥です。 

  

排煙中の水銀濃度を定期的に測定しているとしたのは 22 自治体でした。連続測定しているとしたの

は 2 自治体でした。（測定値は今回の調査項目にしていません。） 

 

＜参考＞ 

 ・EU の焼却炉排ガス中の水銀規制値 0.05mg/ N ㎥ 

 ・東京都 23区内の一般廃棄物焼却施設の排ガス中の水銀濃度自己規制値 0.05mg/ N ㎥ 

 ・国は排煙中の水銀濃度規制を行っていない。有害大気汚染物質としての環境基準値も設定されてい

ないが、指針値（1年平均値が 0.00004 mg /㎥以下）が設定されている。 

 

 ＊N㎥は、ノルマル立方メートル（ノルマルリューベ）と読み、0℃、1気圧の標準状態における気体

の体積を表します。 N （ノルマル）は、標準状態を表す記号です。 

    

２．水銀の環境排出対策「特になし」が２．水銀の環境排出対策「特になし」が２．水銀の環境排出対策「特になし」が２．水銀の環境排出対策「特になし」が 5555 自治体自治体自治体自治体    

排煙中の濃度規制以外の水銀の環境排出防止対策では、「回収装置・吸着剤等の使用」を挙げたのが

12 自治体あり、「その他」で具体的な措置を記述したのが 4自治体ありました。5自治体は「特になし」

と回答しました。 

水銀の回収量を把握しているのは大阪市だけでした。 
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（
表
３
）
ご
み
焼
却
場
に
お
け
る
水
銀
の
管
理
に
つ
い
て
①

（
表
３
）
ご
み
焼
却
場
に
お
け
る
水
銀
の
管
理
に
つ
い
て
①

（
表
３
）
ご
み
焼
却
場
に
お
け
る
水
銀
の
管
理
に
つ
い
て
①

（
表
３
）
ご
み
焼
却
場
に
お
け
る
水
銀
の
管
理
に
つ
い
て
①

水
銀
の
環
境
排
出
防
止
対
策

排
煙
中
の
水
銀
濃
度
の
規
制

市
町
村
名

世
帯
数

＊
2
0
1
1
年
3
月
末

①
排
煙
中
濃
度

規
制

②
回
収
装
置
・
吸

着
剤
等
の
使
用

③
そ
の
他

③
記
述

④
特
に
な
し

①
府
条
例

に
基
づ
く

②
自
主
規
制
③
そ
の
他

③
記
述

＊
規
制
値

m
g
/
Ｎ
ｍ
3
以
下

1
大
阪
市
　
森
之
宮
1
,
2
9
9
,
4
0
5

1
1

1
.
3
7

2
　
　
　
　
　
　
大
正

1
1

1
1
.
3
2

3
住
之
江

1
1

1
5
.
5
5

4
鶴
見

1
1

1
5
.
3
7

5
西
淀

1
1

1
6
.
4
4

6
八
尾

1
1

1
3
.
9
8

7
舞
洲

1
1

1
4
.
5
7
1

8
平
野

1
1

1
1

4
.
6
3
/
0
.
0
5

9
東
淀

1
1

1
1

3
.
8
4
/
0
.
0
5

1
0
堺
市

3
6
5
,
5
2
1

1
1

1
1
東
大
阪
市

2
1
9
,
2
5
3
設
問
5
に
つ
い
て
：
一
部
事
務
組
合
が
所
管
す
る
内
容
で
あ
る
た
め
、
当
課
で
は
把
握
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

1
2
吹
田
市

1
5
3
,
7
1
5

1
1

1
4
.
1
4

1
3
高
槻
市

1
5
2
,
7
5
4

1

電
気
集
じ
ん
装
置
、
排
ガ
ス
洗
浄
装
置
に
て
副
次
的
に
除

去
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

1
1
3
.
2
1

1
4
茨
木
市

1
1
5
,
4
7
4

1
1

1
5
八
尾
市

1
1
5
,
0
3
6
設
問
5
に
つ
い
て
：
八
尾
市
直
営
の
焼
却
場
は
あ
り
ま
せ
ん

1
6
寝
屋
川
市

1
0
5
,
0
2
5

1
1

1
.
0
1

1
7
岸
和
田
市

8
2
,
0
1
1

1
1

1
0
.
0
3

1
8
和
泉
市

7
1
,
6
9
4

1
1

1
9
守
口
市

6
7
,
9
2
2

1
1

2
.
4

2
0
門
真
市

5
9
,
1
1
2

1
1

府
規
制
に
よ
る
（
固
定
値
な
し
）

2
1
箕
面
市

5
4
,
2
3
4

1
1

2
2
大
東
市

5
3
,
3
9
1

1
バ
グ
フ
ィ
ル
タ
ー
（
ろ
過
式
集
塵
器
）
で
吸
着

1

2
3
松
原
市

5
3
,
3
5
8

2
4
富
田
林
市

4
9
,
3
7
3

1
組
合
で
の
処
理

1
組
合
で
の
処
理

2
5
羽
曳
野
市

4
8
,
2
9
6

1
1

1
1
号
炉
2
.
7
5
、
2
号
炉
2
.
8
、
3
号
炉
2
.
7
5

2
6
河
内
長
野
市

4
6
,
4
0
5

1

1
（
第
2
清
掃
工
場

吸
着
剤
な
し
）

1

第
1
清
掃
工
場
：
主
灰
、
飛
灰
を
重
金
属
処
理
剤
に
よ
り
処

理
。
第
2
清
掃
工
場
・
飛
灰
を
重
金
属
処
理
剤
に
よ
り
処
理
）

1
第
1
清
掃
工
場
2
.
8
9
、
第
2
清
掃
工
場
1
.
8
9

2
7
池
田
市

4
5
,
1
2
0

1
1

1
0
.
6
5
9
2

2
8
泉
佐
野
市

4
2
,
9
7
3

1
1

特
に
設
け
て
い
な
い

2
9
摂
津
市

3
6
,
5
1
4

1
1

3
.
0
～
3
.
2
（
3
号
炉
）
、
2
.
2
（
4
号
炉
）

3
0
貝
塚
市

3
5
,
8
4
2

1
1

1
0
.
0
3

3
1
交
野
市

3
0
,
6
7
9

3
2
柏
原
市

3
0
,
0
0
2

1
1

1
号
炉
2
.
7
5
、
2
号
炉
2
.
8
1
、
3
号
炉
2
.
7
5

3
3
藤
井
寺
市

2
7
,
7
1
6

1
1

1
号
炉
2
.
7
5
、
2
号
炉
2
.
8
1
、
3
号
炉
2
.
7
5

3
4
泉
南
市

2
4
,
9
5
0

1
1

1
3
.
0

3
5
高
石
市

2
4
,
4
9
6

1
1

3
6
四
条
畷
市

2
3
,
1
2
9

1
＊
設
問
5
ア
）
回
答
捕
捉
：
蛍
光
管
に
限
っ
て
の
水
銀
排
出
防
止
対
策
は
し
て
い
ま
せ
ん

1
K
値
規
制
に
よ
る

3
7
熊
取
町

1
6
,
7
9
3

1
1

4
.
1

3
8
島
本
町

1
2
,
1
8
9

1
1

労
働
安
全
衛
生
法

0
.
0
2
5

3
9
豊
能
町

8
,
7
8
5

1
1

1
0
.
0
5

4
0
忠
岡
町

7
,
2
9
0

1
1

4
1
河
南
町

6
,
1
8
2

1
組
合
で
の
処
理

1
組
合
で
の
処
理

4
2
太
子
町

5
,
2
2
4

1
1

4
3
能
勢
町

4
,
6
8
9

1
一
部
事
務
組
合
で
対
応
を
と
っ
て
い
る

1

一
部
事
務
組
合
で
管

理

4
4
田
尻
町

3
,
4
5
5

1
専
用
コ
ン
テ
ナ
に
て
回
収

1
特
に
行
っ
て
い
な
い

4
5
千
早
赤
阪
村

2
,
3
4
9

1
南
河
内
環
境
事
業
組
合
に
照
会
し
て
下
さ
い

1
南
河
内
環
境
事
業
組
合
に
照
会
し
て
下
さ
い

2
7

1
7

8
5

3
1

5
7
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（
表
４
）
ご
み
焼
却
場
に
お
け
る
水
銀
の
管
理
に
つ
い
て
②

（
表
４
）
ご
み
焼
却
場
に
お
け
る
水
銀
の
管
理
に
つ
い
て
②

（
表
４
）
ご
み
焼
却
場
に
お
け
る
水
銀
の
管
理
に
つ
い
て
②

（
表
４
）
ご
み
焼
却
場
に
お
け
る
水
銀
の
管
理
に
つ
い
て
②

排
煙
中
の
水
銀
濃
度
の
測
定

過
去
3
年
間
の
年
間
回
収
水
銀
量
（
ｋ
ｇ
）

市
町
村
名

世
帯
数

＊
2
0
1
1
年
3
月
末

①
連
続
測
定
②
定
期
的
に

③
し
て
い
な

い

④
そ
の
他

④
記
述

2
0
0
8
年
度

2
0
0
9
年
度

2
0
1
0
年
度

1
大
阪
市
　
森
之
宮
1
,
2
9
9
,
4
0
5

1

2
　
　
　
　
　
　
大
正

3
住
之
江

4
鶴
見

5
西
淀

6
八
尾

7
舞
洲

8
平
野

9
東
淀

1
0
堺
市

3
6
5
,
5
2
1

1

1
1
東
大
阪
市

2
1
9
,
2
5
3

1
2
吹
田
市

1
5
3
,
7
1
5

1
1

9
.
0
（
ク
ー
ラ
ー
洗

浄
分
含
む
　
水

分
等
）

2
0

（
2
0
1
0
年
度
よ
り

新
工
場
が
稼
動

キ
レ
ー
ト
処
理
の

た
め
回
収
な
し
）

（
事
務
局
注
：
調
査
へ
の
回
答
の
た
め
、
概

算
し
た
値
と
の
こ
と
）

1
3
高
槻
市

1
5
2
,
7
5
4

1
－

－
－

1
4
茨
木
市

1
1
5
,
4
7
4

1

1
5
八
尾
市

1
1
5
,
0
3
6

1
6
寝
屋
川
市

1
0
5
,
0
2
5

1

1
7
岸
和
田
市

8
2
,
0
1
1

1
不
明

不
明

不
明

＊
設
問
5
は
岸
貝
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
資
料

1
8
和
泉
市

7
1
,
6
9
4

1
該
当
な
し

該
当
な
し

該
当
な
し

1
9
守
口
市

6
7
,
9
2
2

1

2
0
門
真
市

5
9
,
1
1
2

1

2
1
箕
面
市

5
4
,
2
3
4

1

2
2
大
東
市

5
3
,
3
9
1

1

2
3
松
原
市

5
3
,
3
5
8

2
4
富
田
林
市

4
9
,
3
7
3

1
組
合
で
の
処
理

2
5
羽
曳
野
市

4
8
,
2
9
6

1

2
6
河
内
長
野
市

4
6
,
4
0
5

1
無
し

無
し

無
し

2
7
池
田
市

4
5
,
1
2
0

1

2
8
泉
佐
野
市

4
2
,
9
7
3

1

焼
却
灰
を
S
4
6
・
環
境
庁
告
示
第
5
9
号
に
基
づ
き
定

期
的
に
分
析
し
て
い
る

－
－

－

2
9
摂
津
市

3
6
,
5
1
4

1

3
0
貝
塚
市

3
5
,
8
4
2

3
1
交
野
市

3
0
,
6
7
9

3
2
柏
原
市

3
0
,
0
0
2

1

3
3
藤
井
寺
市

2
7
,
7
1
6

1

3
4
泉
南
市

2
4
,
9
5
0

1

3
5
高
石
市

2
4
,
4
9
6

1

3
6
四
条
畷
市

2
3
,
1
2
9

1
回
収
し
て
い
ま
せ
ん

3
7
熊
取
町

1
6
,
7
9
3

3
8
島
本
町

1
2
,
1
8
9

1

回
答
補
足
：
ド
ラ
ム
缶
交
換
毎
に
吸
着
フ
ィ
ル
タ
ー
も

交
換
す
る
た
め
、
特
に
測
定
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

3
9
豊
能
町

8
,
7
8
5

1
-

-
-

4
0
忠
岡
町

7
,
2
9
0

1

4
1
河
南
町

6
,
1
8
2

1
（
組
合
で
の
処
理
）

4
2
太
子
町

5
,
2
2
4

1

4
3
能
勢
町

4
,
6
8
9

1
一
部
事
務
組
合
の
判
断
に
委
ね
て
い
る

－
－

－
＊
設
問
5
エ
）
一
部
事
務
組
合
で
把
握

4
4
田
尻
町

3
,
4
5
5

1

4
5
千
早
赤
阪
村

2
,
3
4
9

1
南
河
内
環
境
事
業
組
合
に
照
会
し
て
下
さ
い

2
2
2

4
4

4
3
.
8
5

8
9
.
4
5

未
処
理

＊
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
除
去
装
置
か
ら
回
収

さ
れ
る
水
銀
量
の
処
理
量
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【４】消費者意識調査の結果【４】消費者意識調査の結果【４】消費者意識調査の結果【４】消費者意識調査の結果    

 

 消費者意識調査では、東大阪市 162 人、大阪市 88 人、枚方市 26 人の生協組合員と新日本婦人の会会

員、計 276 人に回答いただきました。回答者はごみ・リサイクルへの関心が高い層だと考えられます。 

 

１．１．１．１．回答全体の状況回答全体の状況回答全体の状況回答全体の状況    

 ごみの減量・分別には全体の 55.8％が「いつも取り組んでいる」、37.3％が「どちらかといえば取り

組んでいる」で、ほとんどの人が取り組んでいました。 

 蛍光管に水銀が使われていることは 63.4％が知っていましたが、リサイクルできることについて知っ

ているのは 34.4％であまり知られていないことが分かりました。 

 

２．２．２．２．回収への回収への回収への回収への参加参加参加参加のののの度合い度合い度合い度合い    

蛍光管リサイクルの拠点回収が行われている東大阪市と大阪市を比べると、実施からの期間が長く

回収拠点数も多い東大阪市が「知っていますか」でも「利用していますか」でも、大阪市を大きく上

回っています。 

両市どちらも、拠点回収に参加している人は蛍光管への水銀使用とリサイクル可能について知って

いる人が多いことは共通しています。 

 拠点回収以外では、普通ごみや不燃ごみなどのルート回収に出しているとの回答がほとんどで、買

い換え時に電器店に引き取ってもらうという人は数％にとどまりました。 

 

リサイクルせずに粗ゴミ（申込み制）扱いとしている枚方市では、回答者数は少ないですが、「知っ

ている」「行っている」が 9 割前後を占め、大阪市・東大阪市の拠点収集よりも認知度が高くなってい

ます。 

    

（表５）消費者意識調査（表５）消費者意識調査（表５）消費者意識調査（表５）消費者意識調査    

    

    

    

設問

東大阪市 大阪市 枚方市 計

問１　あなたは、日頃、ゴミの減量・分別に取り組んでいますか？ 162人 88人 26人 276人

①いつも取り組んでいる　　　 53.7% 51.1% 84.6% 55.8%

②どちらかといえば取り組んでいる 39.5% 40.9% 15.4% 37.7%

③どちらかといえば取り組んでいない 5.6% 4.5% 0.0% 4.7%

④ほとんど取り組んでいない 1.2% 3.4% 0.0% 1.8%

問２　蛍光管ゴミは、東大阪市：回収容器、大阪市：回収ボック

ス、枚方市：粗ゴミ（申込み制）を知っていますか？

①知っている 69.8% 48.9% 96.2% 65.6%

②知らない 30.2% 51.1% 3.8% 34.4%

問３　蛍光管ゴミを出すとき、問２の方法で行っていますか？

①いつも 38.3% 15.9% 80.8% 35.1%

②時々 12.3% 8.0% 3.8% 10.1%

③していない 45.1% 65.9% 11.5% 48.6%

問４　蛍光管には微量の水銀が使われていることを知っています

か？

①知っている 59.3% 68.2% 73.1% 63.4%

②知らない 37.0% 23.9% 23.1% 31.5%

問５　蛍光管ゴミをきちんと処理すれば、ガラス・アルミ・水銀など

にリサイクルできることを知っていますか？

①知っている 35.2% 30.7% 42.3% 34.4%

②知らない 60.5% 61.4% 53.8% 60.1%

回答
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ａａａａ）東大阪市）東大阪市）東大阪市）東大阪市    

東大阪市では拠点回収について 69.8％が知っており、参加していたのは「いつも」「時々」を合わせ

て 50.6％でした。 

拠点回収に利用している人のうち、水銀使用・リサイクル可能のどちらも知っていたのが 59.3％でし

た。どちらも知っている人の中では 94.1％が拠点回収に参加していました。 

ｂｂｂｂ））））大阪市大阪市大阪市大阪市    

大阪市では拠点回収について 48.9％が知っていましたが、利用していたのは「いつも」「時々」を合

わせて 23.9％でした。 

拠点回収に利用している人のうち、水銀使用・リサイクル可能のどちらも知っていたのが 66.7％でし

た。どちらも知っている人の中では 57.7％が拠点回収に参加していました。 

 

グラグラグラグラフフフフ    ：：：：    問３（拠点回収の問３（拠点回収の問３（拠点回収の問３（拠点回収の参加参加参加参加度）と問４・５（水銀使用・リサイクル可能の知識）の相関度）と問４・５（水銀使用・リサイクル可能の知識）の相関度）と問４・５（水銀使用・リサイクル可能の知識）の相関度）と問４・５（水銀使用・リサイクル可能の知識）の相関    

4.1%

59.3%

45.2%

22.2%

50.7%

18.5%

していない

いつも＋時々

行っている

東大阪市

どちらも知ってい

る

どちらかを知って

いる

どちらも知らない

19.0%

66.7%

55.2%

9.5%

25.9%

23.8%

していない

いつも＋時々

行っている

大阪市

どちらも知ってい

る

どちらかを知って

いる

どちらも知らない

28.8%

35.3%

94.1%

71.2%

64.7%

5.9%

どちらも知らない

どちらかを知って

いる

どちらも知ってい

る

東大阪市

いつも＋時々

行っている

していない

25.0%

5.9%

57.7%

75.0%

94.1%

42.3%

どちらも知らない

どちらかを知って

いる

どちらも知ってい

る

大阪市

いつも＋時々

行っている

していない
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【５】【５】【５】【５】調査のまとめ調査のまとめ調査のまとめ調査のまとめ    ～蛍光管リサイクルの推進～蛍光管リサイクルの推進～蛍光管リサイクルの推進～蛍光管リサイクルの推進に向けて～に向けて～に向けて～に向けて～    

 

①現状①現状①現状①現状    

・府内の蛍光管リサイクルは 6割を対象世帯として実施され、191t 以上の蛍光管ごみが回収されていま

す。 

・現在の府内最高水準の回収量を府内全域で実施できた場合には、8,8 倍－1,488t 増の 1,679t、本数換

算で 745 万本増の 840 万本－の回収が可能となることが推計できました。 

 

②リサイクル実施時の回収②リサイクル実施時の回収②リサイクル実施時の回収②リサイクル実施時の回収量の確保のために量の確保のために量の確保のために量の確保のために    

・回収量の確保するためには、電話申し込み制ではなく、ルート回収または拠点回収とすべきことが示

されました。拠点回収においては、1拠点あたり 1000 世帯以下となるような拠点確保が望ましいこと

が示されました。 

・住民への啓発では、蛍光管回収をごみの分別区分としてだけ知らせるのではなく、蛍光管に水銀が使

われていること、リサイクル処理が可能であることを合わせて知らせることが重要です。 

 

③リサイクル実施自治体の拡大のために③リサイクル実施自治体の拡大のために③リサイクル実施自治体の拡大のために③リサイクル実施自治体の拡大のために    

・有毒物質は環境中に排出すべきでないこと、資源リサイクルが可能でごみ減量につながることへの理

解を、自治体と住民の中で広げることが基本です。 

・現実的にはリサイクルに係る費用負担の問題を乗り越える必要があります。 

・今後、蛍光管のリサイクル・水銀の適正管理を大きく進めるためには、 

◇リサイクルの義務化 

◇蛍光管で経済的利益を得ている製造メーカー・販売店を含めた回収・処理のルール作り 

の 2 点が求められます。 

 

 

以上 
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 2
0
1
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2
0
1
1

2
0
1
1

2
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1
1
年

度
年

度
年

度
年

度
    

家
庭

系
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系
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庭

系
家

庭
系

蛍
光

管
ご
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処
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実

態
調
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理

実
態

調
査

蛍
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処
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蛍

光
管

ご
み

処
理

実
態

調
査

表 表表表
    

 

※
9
月

1
6
日

（
金

）
ま
で

に
、

大
阪

消
団

連
宛

に
同

封
封

筒
で

返
送

も
し

く
は

 

Ｆ
Ａ

Ｘ
送

信
（

０
６

－
６

９
４

１
－

５
６

９
９

）
し

て
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
、
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

 

 市
町

村
名

 
 

担
当

部
署

名
 

 

担
当

部
署

電
話

番
号

 
 

担
当

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    ※
家

庭
系

一
般

廃
棄

物
と

し
て

の
蛍

光
管

ご
み

に
つ

い
て

ご
回

答
下

さ
い

。
※

家
庭

系
一

般
廃

棄
物

と
し

て
の

蛍
光

管
ご

み
に

つ
い

て
ご

回
答

下
さ

い
。

※
家

庭
系

一
般

廃
棄

物
と

し
て

の
蛍

光
管

ご
み

に
つ

い
て

ご
回

答
下

さ
い

。
※

家
庭

系
一

般
廃

棄
物

と
し

て
の

蛍
光

管
ご

み
に

つ
い

て
ご

回
答

下
さ

い
。

    

     設
問

１
設

問
１

設
問

１
設

問
１

    
蛍

光
管

ご
み

の
出

し
方

蛍
光

管
ご

み
の

出
し

方
蛍

光
管

ご
み

の
出

し
方

蛍
光

管
ご

み
の

出
し

方
と

回
収

方
法

と
回

収
方

法
と

回
収

方
法

と
回

収
方

法
    

 

ア
）

分
別

区
分

の
名

称
 

 

 イ
）

出
し

方
 

＜
住

民
は

、
い

つ
、

ど
こ

へ
、

ど
の

よ
う

に
出

す
の

か
＞

 

 

  
ウ

）
回

収
方

法
 

＜
住

民
が

出
し

た
蛍

光
管

ご
み

は
、

 

ど
う

い
う

方
法

（
○
例
ﾊ
ﾟ
ｯ
ｶ
ｰ
車

、
回

収
ﾄ
ﾗ
ｯ
ｸ
）

で
、

ど
こ

へ
運

ば
れ

る
の

か
＞

 

 

 設
問

設
問

設
問

設
問

２ ２２２
    

蛍
光

管
蛍

光
管

蛍
光

管
蛍

光
管

ご
み

ご
み

ご
み

ご
み

の
リ

サ
イ

ク
ル

処
理

の
リ

サ
イ

ク
ル

処
理

の
リ

サ
イ

ク
ル

処
理

の
リ

サ
イ

ク
ル

処
理

    

 

①
リ

サ
イ

ク
ル

し
て

い
る

（
→

設
問

３
、

５
，

６
へ

）
 

 
 

 

 ②
リ

サ
イ

ク
ル

し
て

い
な

い
（

→
設

問
４

、
５

，
６

へ
）

 

 

 

２
 

 

 

 
2

３
－

ア
）

 
 

 

設
問

設
問

設
問

設
問

３ ３３３
    

蛍
光

管
蛍

光
管

蛍
光

管
蛍

光
管

ご
み

を
ご

み
を

ご
み

を
ご

み
を

リ
サ

イ
ク

ル
し

て
い

る
リ

サ
イ

ク
ル

し
て

い
る

リ
サ

イ
ク

ル
し

て
い

る
リ

サ
イ

ク
ル

し
て

い
る

市
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村
に

お
聞

き
し

ま
す
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市

町
村

に
お

聞
き

し
ま

す
。

市
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に

お
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す
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市

町
村

に
お
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き

し
ま

す
。

    

 

ア
）

リ
サ

イ
ク

ル
し

て
い

る
部

分
（

該
当

す
る

項
目

全
て

を
選

択
）

 

 

①
ガ

ラ
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②
口

金
 

 
③

水
銀

 
 

 

④
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（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 

 イ
）

蛍
光

管
ご
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の
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３
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の
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ウ
）
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銀
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ｸ
ﾙ
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     エ
）

水
銀
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回

収
・

ﾘ
ｻ
ｲ
ｸ
ﾙ
し

て
い
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場

合
、

そ
の

こ
と

の
住

民
へ

の
広

報
の

方
法

（
媒

体
、

頻
度

）
 

 

 オ
）

リ
サ
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ク

ル
処

理
の

委
託

先
 

委
託
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2
0

1
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）
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５
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）
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け

る
水

銀
の

管
理

に
つ

い
て

ご
み

焼
却

場
に

お
け

る
水

銀
の

管
理

に
つ

い
て

ご
み

焼
却

場
に

お
け

る
水

銀
の

管
理

に
つ

い
て

ご
み

焼
却

場
に

お
け

る
水

銀
の

管
理

に
つ

い
て

    

 

ア
）

水
銀

の
環

境
排

出
防

止
対

策
（

該
当

す
る

項
目

全
て

を
選

択
）

 

 
 

 

①
排

煙
中

の
水

銀
濃

度
の

規
制

 

②
回

収
装

置
・

吸
着

剤
等

の
使

用
 

③
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

④
特

に
な

し
 

 イ
）

排
煙

中
の

水
銀

濃
度

の
規

制
 

  
①

大
阪

府
生

活
環

境
の

保
全

等
に

関
す

る
条

例
に

 

基
づ

く
規

制
 

②
自

主
規

制
 

 
③

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

  ウ
）

排
煙

中
の

水
銀

濃
度

の
測

定
 

  
①

連
続

測
定

し
て

い
る

 
 

②
定

期
的

に
測

定
し

て
い

る
 

 
 

③
測

定
し

て
い

な
い

 

 
④

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 エ
）

水
銀

回
収

を
し

て
い

る
場

合
、

過
去

３
年

間
の

年
間

回
収

水
銀

量
 

      

設
問

設
問

設
問

設
問

６ ６６６
    

蛍
光

管
ご

み
蛍

光
管

ご
み

蛍
光

管
ご

み
蛍

光
管

ご
み

の
回

収
・

の
回

収
・

の
回

収
・

の
回

収
・

処
理

処
理

処
理

処
理

・
広

報
等

・
広

報
等

・
広

報
等

・
広

報
等

に
つ

い
て

に
つ

い
て

に
つ

い
て

に
つ

い
て

、 、、、
工

夫
し

て
い

る
こ

と
、

工
夫

し
て

い
る

こ
と

、
工

夫
し

て
い

る
こ

と
、

工
夫

し
て

い
る

こ
と

、
苦

労
し

て
い

る
こ

苦
労

し
て

い
る

こ
苦

労
し

て
い

る
こ

苦
労

し
て

い
る

こ

と ととと
、

困
っ

て
い

る
こ

と
、

困
っ

て
い

る
こ

と
、

困
っ

て
い

る
こ

と
、

困
っ

て
い

る
こ

と
が

あ
れ

ば
が

あ
れ

ば
が

あ
れ

ば
が

あ
れ

ば
ご

記
入

下
さ

い
。

ご
記

入
下

さ
い

。
ご

記
入

下
さ

い
。

ご
記

入
下

さ
い

。
    

                                                                ※
ご

協
力

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

※
ご

協
力

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

※
ご

協
力

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

※
ご

協
力

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

    

５
－

イ
）

 
 

＊
規

制
値

 

   

m
g
／

㎥
以

下
 

５
－

ウ
）

 
 

2
0

0
8
年

度
 

2
0

0
9
年

度
 

2
0

1
0
年

度
 

k
g
 

k
g
 

k
g
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【蛍光管リサイクル実施自治体】【蛍光管リサイクル実施自治体】【蛍光管リサイクル実施自治体】【蛍光管リサイクル実施自治体】

設問１ 蛍光管ごみの出し方と回収方法 設問３　ア）リサイクルしている部分 設問３　

市町村名 世帯数 ア）分別区分 イ）出し方 ウ）回収方法 ガラス 口金 水銀 オ）委託先 委託費用

1 能勢町 4,689 有害ごみ

2ヶ月に1回、ステーションへ、割れな

いようにして出す。

2tﾀﾞﾝﾌﾟ車で、国崎クリーンセンターへ

運ぶ。

1

一部事務組合に

おいて把握

－ －

2 寝屋川市 105,025 蛍光灯

市内各地（199ヶ所）に設置されてい

る拠点収集かごへ、割らずに買った

ときに入れていたケースなどに入

れ、出していただく。拠点収集かごへ

は、常時出すことができる。

回収トラックで寝屋川クリーンセン

ターへ搬入し、前処理後、リサイクル

処理の委託先業者より引取り。

1 1 1 野村興産㈱

蛍光管1kg当たり

97円

3 豊能町 8,785 有害ごみ

月1回戸別回収及び集積所回収をし

ており、透明又は乳白色半透明の袋

に入れて出す。

回収トラックにより、国崎クリーンセン

ター（中間処理施設）に搬送

1 1 1 野村興産㈱

1ｋｇ当たり73円

（処理費）＊管理

費等及び運搬費

別途

4 島本町 12,189 有害ごみ

毎月第一週指定曜日に指定ごみ置

場へ黄色のＢＯＸ（危険ごみ・有害ご

み用）に入れる。直接、清掃工場に

持込みも可能

回収トラックにより、町清掃工場へ運

び廃蛍光灯破砕処理保管装置で処

理を行った後、2～3月に委託先へ搬

送する

1 1 1

野村興産㈱イ

トムカ鉱業所

1ｋｇ当たり73円

5 交野市 30,679 蛍光管

市内13ヶ所の拠点回収場所（利用可

能日・時間は場所により異なりま

す。）

2週間に1回、回収トラックで回収。市

内の寺作業所に搬入。

1

全て、クラッ

シャー処理

野村興産㈱イ

トムカ鉱業所

蛍光管1kg73円

6 四条畷市 23,129 有害資源ごみ

市内の拠点（公共施設や電気店など

22カ所）に住民が随時持ち込み。

市の回収トラック（2ｔ車）で市内の中

継施設へ運び、整理し保管後、大阪

市内のリサイクル業者へ搬入

1 1 1 野村興産㈱ 1ｋｇあたり84円

7 吹田市 153,715 有害危険ごみ

月1回定曜日　ステーション収集　収

集用コンテナの設置及び管理は市

民に分担して行ってもらい有害な物

質を含むもの、取り扱いに注意を要

するものをコンテナに入れてもらう。

収集用コンテナからﾀﾞﾝﾌﾟ車用コンテ

ナに移しかえて破砕及び選別工場へ

運ぶ

1 1 1

野村興産㈱関

西営業所

蛍光管1,000ｋｇ

当たり95,000円

8 箕面市 54,234 有害ごみ

排出場所：燃えるごみの排出場所

（戸別、ステーション）　収集日：空き

缶、空き瓶の回収日に回収（月2回）

出し方：破損しないように、買い換え

た商品の包装や新聞紙に包んで排

出してもらう。

排出された蛍光灯は、2ｔ低床ダンプ

車で回収し、環境クリーンセンターへ

搬入。蛍光灯は破損しないように、ダ

ンプの荷箱内でかごに入れて運搬し

ている。

1 1 1 野村興産㈱ 1ｋｇ当り68円

9 岸和田市 82,011 廃蛍光管

2ヶ月に1度、決められた日（奇数月、

偶数月の4週の日曜日に振り分けら

れている）に町会館等に持って行き、

町会役員等の指示のもと、設置あれ

た専用BOXに入れる。＊割れた廃蛍

光管は埋め立てごみとして回収され

る。

住民が出した廃蛍光管は、回収ト

ラックで岸貝クリーンセンターに運ば

れ、その後野村興産㈱に運ばれる。

1 1 1 野村興産㈱

蛍光管1トン当た

り112,350円（税

込）　注：委託費

用については岸

貝クリーンセン

ターの委託費用

です。

10 和泉市 71,694 蛍光灯

粗大ごみ受付センターに回収の申込

みをすると受け付け番号、収集日を

お知らせする。購入時等のケースや

箱に入れ、普段ゴミを出す場所に、

収集日当日朝6時までに出してもら

う。

トラックで回収し、和泉市、泉大津

市、高石市の3市で構成する一部事

務組合、泉北環境整備施設組合の

ごみ処理施設（泉北クリーンセン

ター）に搬入している。

1 1 1 野羽興産㈱

78.75円／ｋｇ（収

集運搬含む）

11 高石市 24,496 不燃ごみ

月2回、袋等に入れて排出（戸別収

集）。

パッカー車、ﾀﾞﾝﾌﾟ車等で泉北クリー

ンセンターへ搬入

1 1 1 野村興産 78,75円／ｋｇ

12 東大阪市 219,253 蛍光管

・割れている場合：「不燃の小物」の

日、排出する

・割れていない場合：回収協力店に

設置している回収BOXに排出しても

らう

ダンプ車で回収したのち、委託業者

により処理施設へ排出までの間、保

管。

1 1

野村興産㈱関

西営業所

蛍光管1ｔあたり

113,000円

13 泉大津市 36,799 資源ごみ

指定曜日（月２～３回）に指定場所

へ。

基本的には戸別回収となっている。

パッカー車で泉北環境整備施設組

合へ

1

一部事務組合か

ら業者へ引き渡

し

野村興産 1kg当たり78.75円

14 泉佐野市 42,973 粗大ごみ

処分したい時に市指定の粗大ごみ

収集業者に依頼し通常のごみ出し場

所に出すか、自身でごみ焼却場に搬

入するかのいずれか。

・業者依頼をするとパッカー車or回収

トラックでごみ焼却場　・自身の車で

ごみ焼却場

1（水銀以外は不明） ㈱丸六

蛍光管1kg当たり

123.9円

15 田尻町 3,455 粗大ごみ

電話による申込みを役場又は委託

業者に行ない、住所・氏名などを伝

え、収集日等について相談する。収

集日までに粗大ごみ処理券を購入

し、粗大ごみに貼って申し込みの際

に約束した場所にごみを出す。蛍光

管は収集員が積み込みが出来る程

度にひもで束ねて出す。

他の粗大ごみと一緒にダンプにて回

収し、焼却場へ搬入する。

1 ㈱丸六 123.9円／1ｋｇ

16 貝塚市 35,842 不燃ごみ

貝塚市指定不燃ごみ袋に入れて、粗

大ごみ予約センターで収集日の予約

を行ない、ごみ集積所等へ排出。

貝塚市所有の回収トラックに積み、

岸和田市、貝塚市クリーンセンター

へ搬入する。

1 1 1 野村興産㈱

1トン当たり

112,350円

17 大阪市 1,299,405 拠点回収

局施設を利用した受付窓口で週2回

受付回収を行っている。また、区役

所などの公共施設やスーパーマー

ケットなどの民間施設に設置してい

る回収ボックスに持ち込む。

回収ボックスに持ち込まれた蛍光灯

管は、職員が回収車で定期的に回

収し、受付回収した蛍光灯管と併せ

て局施設で一時保管のうえ、処理施

設に回収車で搬入する。

1 1 1

野村興産㈱関

西工場

蛍光灯菅1ｋｇ当

たり85円

18 八尾市 115,036 複雑ごみ

月に1回、指定日　戸別又はステー

ション（集積場所）　無料指定袋にて

排出

パッカー車　八尾市立リサイクルセン

ター

1 1 1 野村興産㈱

蛍光管1ｔ当たり

89,250円（消費税

込）

*2011年3月末

その他
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【蛍光管リサイクル未実施自治体】【蛍光管リサイクル未実施自治体】【蛍光管リサイクル未実施自治体】【蛍光管リサイクル未実施自治体】

設問１ 蛍光管ごみの出し方と回収方法

市町村名 世帯数

ア）分別区分の名

称

イ）出し方 ウ）回収方法

1 堺市 365,521 不燃小物類

収集の流れは、粗大ごみ受付センター

に申込みをし、その翌週の指定日に、45

リットル以下の袋に入れて、袋から出る

部分を新聞紙等で覆って出していただき

ます。収集頻度は週1回、排出場所は生

活ごみを出している場所に出していただ

くよう案内しています。

蛍光管ごみはパッカー車で収集

し、堺市クリーンセンター東工場内

に搬入されます。搬入後は、破砕

処理で材質により選別を行ってい

ます。

2 高槻市 152,754 不燃ごみ

地域ごとの不燃ごみの収集日にごみ置

場に出す。

3 茨木市 115,474 粗大ごみ

月2回の粗大ごみ収集日、指定されたご

み集積場所（粗大ごみ置場）に、紙に包

んで「危険」と表示して排出。

パッカー車で処理施設（茨木市環

境衛生センター）へ運ぶ。

4 守口市 67,922 粗大ごみ

月2回の定期収集日、自宅前に割れな

いような形での排出。

無蓋車での回収、市の破砕処理

施設。

5 門真市 59,112 小型ごみ

月1回、小型ごみ集積場所へ新聞等にく

るみ「キケン」の表示をして出す

パッカー車で市の焼却施設へ運

ばれる

6 大東市 53,391 燃えない小物

年5回の燃えない小物の収集日に、一般

ごみを出すのと同じ場所に出す。また

は、燃えない粗大ごみとして電話で収集

を申込む。

パッカー車で回収後、東大阪都市

清掃施設組合へ運ばれる。

7 松原市 53,358 不燃物・粗大ごみ

・月1回　・個別収集、ステーション収集

・透明袋二重に“危険・割れもの”と表示

する。

パッカー車で分別センターへ

8 富田林市 49,373 粗大ごみ

地域の定期収集日に、ゴミステーション

に粗大ごみシールを貼って出す。

パッカー車で運搬し、焼却場で破

砕後に焼却を行う

9 羽曳野市 48,296 不燃ごみ

偶数月の2ヶ月に1回、各戸収集及びス

テーションで収集する。

2tﾀﾞﾝﾌﾟ及び軽四ﾀﾞﾝﾌﾟ車で回収す

る。

10 河内長野市 46,405

もえないごみ・粗大

ごみ

月1回、地域のごみ集積場所へ30ｌのブ

ルー半透明袋か45ｌの乳白色半透明袋

に入れ、「もえないごみ・粗大ごみシー

ル」を貼って出す。もしくは蛍光管そのも

のに同シールを貼って出す。（割れない

ように気をつける）

ダンプ車で南河内環境事業組合

第2清掃工場へ搬入する

11 池田市 45,120

粗大ごみ・燃えない

ごみ

月1回、町ごとの定められた収集日に、

自宅前（戸別収集）へ、有料の燃えない

ごみ用袋または、粗大ごみ処理券を貼

付して排出。

パッカー車または、ダンプ車によ

り、池田市クリーンセンター（ごみ

処理施設）へ搬入。

12 摂津市 36,514 もやせないごみ

毎月2回、戸建ての家庭はそれぞれ家

の前で、集合住宅はごみ集積所へ排出

パッカー車で収集し、中間処理施

設へ搬入

13 柏原市 30,002 不燃ごみ

紙などに包み「キケン」と表示して出して

もらっています。

パッカー車かトラックにて回収して

います。

14 藤井寺市 27,716 不燃ごみ

不燃、粗大ごみ（１／月）に各家の前（マ

ンション、共同住宅はごみ集積所）に新

聞紙等に包んで排出

パッカー車でクリーンセンターに搬

入

15 泉南市 24,950 不燃ごみ

粗大ごみ受付センターに電話で申し込

み泉南市指定袋（有料）に入れて玄関先

に出してもらいます。

2トンﾀﾞﾝﾌﾟで収集し、焼却工場へ

搬入する。

16 熊取町 16,793 粗大・不燃ごみ

有料で電話申込み制。受付より指定さ

れた収集日の朝（午前７時まで）に指定

された場所（自宅前もしくはごみステー

ション）に出す。指定袋（45ℓ500円、20ℓ

250円）に入るものは、他の粗大・不燃ご

みとの混入可、袋に入らない長いもの等

はくくってごみ処理券（500円）を貼る。

回収トラックで、環境センター（町

営中間処理施設）へ運ぶ

17 忠岡町 7,290 資源ごみ（缶・びん）

週1回、住宅前へ付属のダンボールケー

スに入れて出す。

回収トラックで、忠岡町クリーンセ

ンターへ搬入。

18 河南町 6,182 粗大ごみ

毎月第4水曜日にゴミステーションに、粗

大ごみシールを張って出す

パッカー車で、焼却場で破砕後に

焼却を行う

19 太子町 5,224 粗大ごみ

毎月2回、第2・第4水曜日に近くのゴミス

テーションに出す。

パッカー車で清掃組合に投入

20 千早赤阪村 2,349 粗大ごみ 毎月1回第1水曜日ステーション方式

パッカー車により南河内環境事業

組合へ搬入

*2011年3月末
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設問6　蛍光管ごみの回収・処理・広報等について工夫していること、苦労していること、困っていること

（記入のあった市町村のみ）

大阪市

市民の利用度が高い公共施設や利便性の優れているスーパーマーケットなどの民間施設

に回収ボックスを設置し、こうした拠点回収場所を市民に周知することにより、市民のリサ

イクル意識の向上が図られ、回収量が増加している。

堺市

本市の粗大ごみは、最大辺が30ｃｍ以上のものを対象としているため、おおむね30ｃｍ以

上で軽量である蛍光管について、手数料を設定することが困難になっています。現在の取

扱いは、軽量かつ長尺のものとして、蛍光管であれば長さにかかわらず、無料の不燃小物

類として収集しています。

吹田市

収集・運搬中に破損することがある。選別の際に破損したものを分別するのにケガのない

よう注意している。手袋・保護メガネ等の安全対策

八尾市

蛍光管など危険なものは、紙に包むなど安全な工夫をしていただけるよう広報していま

す。

岸和田市 特になし

箕面市 特にありません。

松原市 松原市はごみの焼却場をもっていません。

摂津市 特にありません。

泉南市 特になし

熊取町 運搬中に割れる。

島本町

1．数本の蛍光管をたばねるのに、ガムテープが使用されている場合は取外しが困難で時

間がかかる。　　　2．ビニールコーティングの直管蛍光管は廃蛍光灯破砕機で処理すると

破砕刃にビニールコーティング材がからみつき、処理不能に陥る。

太子町 特には、ありません。

千早赤阪村 なし
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市町村名 担当部署名 TEL

大阪市 環境局環境施策部資源循環課・施設部施設管理課 06(6630)3259・06（6630）3353

堺市 環境局環境事業部廃棄物政策課 072(228)7478

東大阪市 環境部循環社会推進課 06（4309）3199

豊中市 環境部環境センター減量推進課 06(6858)2279

枚方市 環境事業部減量総務課 072(849)5374

吹田市 環境部資源循環室破砕選別工場 06（6877）7515

高槻市 環境部環境事業室減量推進課 072(675)5312

茨木市 産業環境部環境事業課 072(634)0351

八尾市 経済環境部環境事業課 072(991）6254

寝屋川市 環境部ごみ減量推進課 072(824)0911

岸和田市 環境部生活環境課粗大ごみ担当 072(423)1461

和泉市 環境産業部生活環境課 0725(99)8122

守口市 クリーンセンター減量総務課 06(6991)6313

門真市 環境事業部環境政策課 06(6909)4129

箕面市 市民部環境クリーンセンター環境施設課・環境整備課 072(729)4280・072（729）2371

大東市 市民生活部環境課 072(872)2181

松原市 市民生活部環境政策課 072(334)1550

富田林市 市民人権部衛生課 0721(25)1000

羽曳野市 生活環境部環境衛生課 072（958)1111

河内長野市 環境共生部環境衛生課 0721(53)1111

池田市 環境部業務センター 072(752)5580

泉佐野市 生活産業部環境衛生課 072(463)1212　内線2285

摂津市 生活環境部環境業務課 072(634)0210

貝塚市 環境生活部廃棄物対策課 072(433)7009

泉大津市 市民産業部生活環境課 0725(33)1131　内線2179

交野市 環境部循環型社会推進室環境事業所 072(892）2471

柏原市 経済環境部環境保全課 072(972)1534

藤井寺市 市民生活部清掃課 072(939)1077

泉南市 市民生活環境部清掃課 072(483)5875

高石市 総務部生活環境課 072(265)1001

大阪狭山市 市民部生活環境グループ 072(367)7953

四條畷市 市民生活部生活環境課 072(877)2121 内線524

阪南市 市民部資源対策課 072(483)5876

熊取町 住民部環境課 072(452)6097

島本町 都市環境部環境・産業課 075(962)2863

豊能町 建設環境部環境課 072(736)1190

岬町 しあわせ創造部住民生活課 072(492)2714

忠岡町 住民部生活環境課 0725(22)1122

河南町 住民部住民生活課 0721(93)2500（内線126）

太子町 まちづくり推進部生活環境室安全環境グループ 0721(98)5525

能勢町 環境創造部地域振興課美化衛生係 072(734）3171

田尻町 住民部生活環境課 072(466)5005

千早赤阪村 住民課　住民生活グループ 0721(72)0081
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【参考資料３】大阪府生活環境の保全等に関する条例による有害物質規制基準【参考資料３】大阪府生活環境の保全等に関する条例による有害物質規制基準【参考資料３】大阪府生活環境の保全等に関する条例による有害物質規制基準【参考資料３】大阪府生活環境の保全等に関する条例による有害物質規制基準

　※大阪府HP　http://www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/taiki/siori4-2.htmlより引用
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